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○

確
認
検
査
の
業
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
要
す
る
業
務
の
指
定
（
平
成
十
一
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
の
三
第

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二
条
の
三
第

三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七

三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七

十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
確
認
検
査
の
業
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
要
す

十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
確
認
検
査
の
業
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
要
す

る
業
務
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

る
業
務
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

一

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

一

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
十
三
条
の
評
価
員
に
同
法
第
五
条
第
一
項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
評
価
員
に
同
法
第
五
条
第
一
項
の
指
定
住
宅
性
能
評

が
実
施
さ
せ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務

価
機
関
が
実
施
さ
せ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務

二

旧
財
団
法
人
住
宅
保
証
機
構
が
行
っ
て
い
た
住
宅
性
能
保
証
制
度
に
お
け
る

二

財
団
法
人
住
宅
保
証
機
構
が
行
う
住
宅
性
能
保
証
制
度
に
お
け
る
検
査
員
と

検
査
員
と
し
て
行
っ
て
い
た
審
査
業
務

し
て
行
う
審
査
業
務

三

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
第
一
条
第
三
号
の
現
場
検

査
員
と
し
て
行
う
同
告
示
第
一
条
第
二
号
の
現
場
検
査
の
業
務

四

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）

三

住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第

附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
（
貸
付
金
に
係
る
住
宅
、
幼
稚
園
等
、
関
連
利

律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
（
貸
付
金

便
施
設
、
災
害
復
興
住
宅
、
地
す
べ
り
等
関
連
住
宅
又
は
中
高
層
耐
火
建
築
物

に
係
る
住
宅
、
幼
稚
園
等
、
関
連
利
便
施
設
、
災
害
復
興
住
宅
、
地
す
べ
り
等

等
の
工
事
の
審
査
に
限
る
。
）
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務

関
連
住
宅
又
は
合
理
的
土
地
利
用
耐
火
建
築
物
等
の
工
事
の
審
査
に
限
る
。
）

及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
住
宅
金
融
公
庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
住
宅
金
融
公
庫
法

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
（
中
高
層
耐
火
建
築
物
等
の
工

事
の
審
査
に
限
る
。
）

五

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十

号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
（
貸
付
金
に
係
る
建
築
物
若
し

く
は
建
築
物
の
部
分
の
工
事
の
審
査
に
限
る
。
）
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務

六

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
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）
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
七
第
一
項
の
構
造

計
算
適
合
性
判
定
員
と
し
て
行
っ
て
い
た
同
法
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合

性
判
定
の
業
務

七

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
六
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
と
し
て
行

う
同
法
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

八

（
略
）

四

（
略
）


